
令和 6年度名古屋市教育委員会第 2号議案

名古屋市指定有形文化財の指定について

名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例（昭和47年名古屋市条例第 4 号）第 2 条

第 1項の規定により、下記の文化財を名古屋市指定有形文化財に指定する。

記

１ 名古屋市指定有形文化財に指定するもの

種 別 名 称 員 数 所在地 所有者 

絵 画 

紙本淡彩相応院画像 1幅 
名古屋市千種区城山町 

1丁目 47番地 

宗教法人 

相應寺 

紙本淡彩相応院画像 

賛有 
1幅 同上 

板絵著色杉戸絵 

芙蓉図、花卉図、菊図 
5面 同上 

絹本著色当麻曼荼羅図 1幅 同上 

絹本著色釈迦涅槃図 1幅 同上 

紙本金地著色中国宮廷 

・当世遊楽図屏風 
1双 名古屋市中区本丸１－１ 名古屋市 

２ 指定日（名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例第 2条第 5項）

  令和 6年 4月 19 日 

３ 今回指定されますと名古屋市指定文化財の総数は 133 件、うち絵画は 18件になりま

す。 

（令和 6年 4月 18 日提出 生涯学習部文化財保護課） 






























































